
 

新型コロナウイルスの影響により、 

昨季と比べ、収入が著しく減少した学生へ 

 
 

2023年度後期の授業料等免除においては、下記事情を考慮し審査を行いま 

す。該当する者は期間内に手続きを行ってください。 

 

・保護者等の学資負担者が、新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少 

があった者等を対象として実施される公的支援を受けたことがある場合は、一 

次申請期間内に授業料免除等申請システム上の「家庭事情タブ」で、その旨を 

申告してください。また、二次申請期間中に、公的支援の受給証明書をその他 

必要書類と併せて提出してください。公的支援の例については、【別紙】をご確 

認ください。 

 

※ 公的支援の受給日（受給期間）が分かる書類もご提出ください。 

※ 公的支援は日本で受けた支援に限ります。 

※「学習奨励費コロナ特別採用」、「学びの継続のための学生支援緊急給付金」、 

「京都大学緊急給付型奨学金」、「市区町村の特別定額給付金（１０万円）」は 

公的支援に含みません。 

※一次申請時に公的支援を受けたことがあるにチェックした場合、必要書類一 

覧表の「本人」の欄に「罹災証明書、もしくは公的支援の受給証明書」と表 

示されます。（父母が支援を受けている場合でもシステムの都合上、本人の欄 

に表示されますが、父母の公的支援の証明書をご提出ください。） 

 

 

【問い合わせ先】 

教育推進・学生支援部学生課奨学掛 

〒606-8501 京都市左京区吉田本町 

吉田キャンパス本部構内 総合研究 10 号館 1 階 

TEL：075-753-2532 

MAIL：840menjo@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp 



番号
制度名
※新型コロナウイルス感染症の影響によるもの以外の事由による申込みができる制度の
場合、新型コロナウイルス感染症の影響による事由で申し込む必要があります。

主な実施機関 備考

1
新型コロナウイルス感染症特別貸付
⼩規模事業者経営改善資⾦（新型コロナウイルス対策マル経融資）

⽇本政策⾦融公庫 事業主の⽅向け

2
⽣活衛⽣新型コロナウイルス感染症特別貸付、
⽣活衛⽣改善貸付（新型コロナウイルス対策衛経）
新型コロナウイルス感染症に係る衛⽣環境激変対策特別貸付

⽇本政策⾦融公庫 事業主の⽅向け

3 危機対応融資 商⼯組合中央⾦庫・⽇本政策投資銀⾏ 事業主の⽅向け

4 セーフティネット保証４号、セーフティネット保証５号、危機関連保証 信⽤保証協会 事業主の⽅向け

5 ⼩規模企業共済の特例緊急経営安定貸付 （独）中⼩企業基盤整備機構 事業主の⽅向け

6 ⼩学校休業等対応⽀援⾦（委託を受ける個⼈向け） 都道府県労働局

7 緊急⼩⼝資⾦、総合⽀援資⾦（⽣活費） 社会福祉協議会

8 厚⽣年⾦保険料・労働保険料の納付猶予 厚⽣労働省・⽇本年⾦機構 事業主の⽅向け

9 国⺠健康保険料・後期⾼齢者医療保険料・介護保険料等の徴収猶予 地⽅公共団体

10 国税・地⽅税の納付猶予 国税庁・地⽅公共団体

11 〇〇市給付⾦・助成⾦・新型コロナウイルス感染症拡⼤防⽌協⼒⾦等 地⽅公共団体

12 雇⽤調整助成⾦、緊急雇⽤安定助成⾦ 厚⽣労働省 事業主の⽅向け

13 持続化給付⾦ 経済産業省 事業主の⽅向け

14 住居確保給付⾦ 厚⽣労働省

15 ⺟⼦⽗⼦寡婦福祉資⾦貸付⾦制度 厚⽣労働省 ひとり親世帯向け
※ 上表は例⽰であり、その他の⽀援においても該当し得ることがあるため、不明な点等がある場合は学⽣課奨学掛までお問い合わせください。
※ ⺠間の機関が実施している⽀援（銀⾏に対する借⼊⾦の返済猶予等）や⽔道・電気・ガス料⾦の⽀払い猶予は、対象外とします。

【別紙】


